
消費生活センター（本庁舎2階）☎ (23)８８９９  FAX（23）８８２０

相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内

　子どもたちも夏休みに入り、家族や友人と花火やバー
ベキュー等のレジャーを計画している方も多いと思いま
す。楽しいレジャーが思わぬ事故に繋がらないように注
意しましょう。
事例 1　子どもと手持ち花火をした。
家族が目を離したすきに左足の靴に火
の粉が移り、足の指をやけどした。
事例 2　服の上からコールドスプレーを噴射した。すぐ
側でタバコに火をつけたところ、衣服に着火し、顔と手
のひらにやけどを負った。
事例 3　ネット通販で購入した海外製のガストーチを
キャンプで使用したところ、ボンベとの接続部からガス
が漏れ、ガストーチや周辺を焼損する火災が発生した。

アドバイス
・花火をする際はバケツに水を用意しましょう。また、
小さな子どもから目を離さず、一緒に楽しみましょう。
・エアゾール製のスプレー缶などを火に近づけると発火
の恐れがあります。また、夏の車内に放置すると爆発の
危険性もあります。
・ガストーチを購入する際は、
PSマークのついた国の技術基準
を得た製品を購入しましょう。
・不安に思ったり、トラブルが
生じた場合は、消費生活セン
ター等へ相談しましょう。

夏に気を付けたい暮らしの危険︕

相 談 日 時 場 所 問 合 先

弁護士相談（要予約）
（弁護士が法的な見解等を助言）
※予約開始
　9 月分：8/1（金）～
 10 月分：9/1（月）～
　（各日8時30分より受付）
※ 同じ案件での相談は 2回まで
（異なる会場で相談しても同様）

8月8日（金）、22日（金）
9月12日（金）、26日（金）  10時～12時 本庁舎 2階市民相談室 市民生活課

☎（21）2122

9月 18日（木）10時～12時 大平隣保館 ☎（43）6611 0120-46-7830
9月 16日（火）10時～12時 藤岡総合支所 別館2階 会議室

市民生活課
☎（21）2122

8月 19日（火）10時～12時 都賀総合支所 2階 小会議室
9月24日（水）10時～12時 西方総合支所 1階 会議室
8月 21日（木）10時～12時 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

法律相談（要予約）
※主催  栃木市社会福祉協議会 8月5日（火）、19日（火）9時～12時 大平地域福祉センター

ふるさとふれあい館
栃木市社会福祉協議会大平支所
☎（43）0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：8/1（金）8時 30 分～ 8月15日（金）10時～12時

本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

司法書士相談（相続・遺言、不動産登記、成年後
見制度等）予約開始：8/1（金）8時30分～ 8月20日（水）10時～12時
行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行
為等の手続き）予約開始：8/1（金）8時30分～ 8月15日（金）14時～16時
消費生活相談（要予約）
（商品やサービスなど消費生活全般）月～木曜日9時～12時、13時～15時 本庁舎 2階 消費生活センター☎（23）8899 FAX（23）8820
合同相談（要予約※相談日の1週間前まで）
・行政相談（国の行政機関等の業務
  に対する苦情・意見・要望等）
・人権擁護委員相談

8月12日（火）10時～12時
※ご都合がつかない場合や各総合支所での相談
をご希望される場合、お気軽にお問合せください

本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

市民相談（日常生活の問題など） 月～金曜日9時～17時 本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

人権相談 月～金曜日8時30分～17時15分 大平隣保館☎（43）6611 0120-46-7830、厚生センター☎（24）
2444、人権・男女共同参画課☎（21）2161

配偶者等からの暴力（DV）相談 月～金曜日9時～16時 配偶者暴力相談支援センター☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日9時～17時
※土日祝日･時間外は事前に予約が必要

本庁舎青少年育成センター☎（24）0667✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp
青少年相談（非行問題・不登校など） 本庁舎青少年育成センター☎（23）6566✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp
家庭児童相談（0～17歳の子ど
もとその家族、ヤングケアラー等）月～金曜日8時30分～17時15分 こども家庭センター☎（25）5149

児童虐待相談 月～金曜日8時30分～17時15分 こども家庭センター☎（25）5149※左記以外の時間は☎189

女性・ひとり親家庭相談 月～金曜日8時30分～17時15分 こども家庭センター☎（25）8033
障がい児者相談（福祉サービスの利用・障が
いを理由とする差別・合理的配慮及び虐待防止）

月～金曜日
8時30分～17時15分 本庁舎障がい福祉課 障がい児者相談支援センター係

☎（21）2219 FAX（21）2682ひきこもり相談（要予約）
　※事前にお話を伺います。

第4水曜日（次回8月27日）
10時～12時、13時～15時

就労支援相談（要予約）
（40歳未満の就労相談）

第1・3月曜日13時～21時 第1・3土曜日17時～21時 祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎（22）3113

第2・4月曜日13時～21時 第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎（43）5191

高齢者相談（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時30分～17時15分 本庁舎 栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2245・2246
もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

第２金曜日（次回8月8日）
10時～11時30分

本庁舎 1階 市民スペース
栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2171・2246

対象　市内で創業を目指す方、創業後間もない方、
　　　すでに創業していて新たな事業展開を目指す方
募集　８月１日（金）～ 10月 31日（金）
スケジュール（一部変更となる場合があります）
　　・ブラッシュアップセミナー【基礎編】（11月 20日（木））
　　・書類審査会（12月 9日（火））
　　・若手経営者との意見交換会 （12月中・予定）
　　・ブラッシュアップ個別相談会【応用編】（令和 8年 1月 15日（木））
　　・プレゼンテーション審査会・表彰式（令和 8年 3月 3日（火））
　　・ステップアップ個別相談会（令和 8年３月 27日（金））

参加費　無料
その他その他　詳細は、市ホームページ等でお知らせします。　　　　　　詳細は、市ホームページ等でお知らせします。　　　　　
 問 商工振興課 ☎（21）２759 商工振興課 ☎（21）２759
※※創業に役立つ知識の習得の場の１つとして、栃木市の創業支援等事業計画創業に役立つ知識の習得の場の１つとして、栃木市の創業支援等事業計画
に位置付けられた「創業塾」があります。に位置付けられた「創業塾」があります。
　詳細は、栃木商工会議所☎（23）3131へ。　詳細は、栃木商工会議所☎（23）3131へ。

市内で新規創業をお考えの皆

さん、創業して間もない皆さん、

事業化したいビジネスプランは

ありませんか？

　今年も、栃木市の活性化に貢

献するプランを大募集！

　優秀なプランには奨励金を贈

呈するほか、各種セミナーや個

別相談会を開催し、皆さんの

“夢”の実現を全力で応援しま

す！

栃木市創業支援中村由美子基金活用事業

蔵の街とちぎ蔵の街とちぎビジネスプランビジネスプランコンテスト２０２5コンテスト２０２5

※写真は蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト 2024表彰式
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